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発電用原子炉施設故障等報告書 
 

２０２０年 ２月１２日 

四国電力株式会社 

件 名 伊方発電所第３号機 原子炉容器上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がりについて 

事 象 発 生 の 日 時 ２０２０年１月１２日 １３時２０分 

事 象 発 生 の 場 所 伊方発電所第３号機 原子炉格納容器内 

事 象 発 生 の 

発電用原子炉施設名 
計測制御系統施設 制御材 制御棒クラスタ 

事 象 の 状 況 

 

１．事象発生の状況 

伊方発電所第３号機（定格電気出力８９万キロワット）は第１５回定期検査（２０１９年１２月 

２６日解列）中、燃料取出作業のため、原子炉容器上蓋を開放し、制御棒クラスタと駆動軸との切 

り離し作業※１を行った後、原子炉容器の上部炉心構造物を吊り上げしていたところ、２０２０年 

１月１２日１３時２０分、制御棒クラスタ１体が上部炉心構造物とともに引き上げられていること 

を確認した。 

その後、上部炉心構造物を吊り下ろして当該制御棒クラスタと駆動軸が結合されていないことを 

確認した後、再度上部炉心構造物を吊り上げ、当該制御棒クラスタが引き上がらないことを確認し、 

２０２０年１月１３日１０時３４分、上部炉心構造物の取り外しを完了した。 

本事象は、引抜き操作を行っていない制御棒が管理位置から移動したこと、その際、炉心に燃料 

体が装荷された状況であったことから、２０２０年１月１５日９時００分に実用発電用原子炉の設 

置、運転等に関する規則第１３４条に該当すると判断した。 

なお、本事象による外部への放射能の影響はなかった。 

※１ 燃料取替クレーンを使用し、制御棒クラスタ（４８体）と駆動軸（４８本）を専用の取り外 

   し工具（１個）を用いて切り離しを行う作業。 

 
２．事象の時系列 

２０１９年１２月２５日（水） 

  ２０時２０分  発電機負荷降下開始 

  

２０１９年１２月２６日（木） 

   ０時２０分  発電機解列 

  ０時５３分  タービントリップ（タービン保安装置検査のため） 

  １時０１分  原子炉運転モード２達成 

  ２時２２分  原子炉停止（全制御バンク制御棒挿入完了） 

         原子炉運転モード３達成 

   ２時３１分  原子炉運転モード５までのＲＣＳ濃縮開始 

   ４時４４分  原子炉運転モード５までのＲＣＳ濃縮完了 

   ７時１４分  全制御バンク制御棒５ステップ引抜（ＲＣＳ冷却準備のため） 

  １１時４８分  原子炉運転モード４達成 

  ２１時００分  原子炉運転モード５達成 

 

２０１９年１２月２７日（金） 

   １時２５分  原子炉運転モード６までのＲＣＳ濃縮開始 

   ９時４５分  原子炉運転モード６までのＲＣＳ濃縮完了 

  １０時３１分  全制御バンク制御棒全挿入 

  １０時４１分  全停止バンク制御棒全挿入 

  １０時４６分  原子炉手動トリップ（全原子炉トリップ遮断器開放） 

  １３時４３分  制御棒位置指示装置隔離実施 

 

２０２０年 １月 ７日（火） 

  １５時５８分  原子炉容器開放実施 

          運転モード６（キャビティ低水位）達成 

 

２０２０年 １月１１日（土） 

  １０時１５分  原子炉容器上蓋取り外し作業開始 

  １９時４２分  運転モード６（キャビティ高水位）達成 

  ２０時０８分  原子炉容器上蓋取り外し作業完了 
 

 

 

 



事 象 の 状 況 

 

２０２０年 １月１２日（日） 

９時３２分  制御棒クラスタ切り離し作業開始 

１０時５９分  制御棒クラスタ切り離し作業終了 

１１時４３分  上部炉心構造物吊り上げ作業開始 

１２時２４分  上部炉心構造物の吊り上げに伴い、制御棒クラスタ１体が引き上がっている恐れ 

があることを確認したため、吊り上げ作業を中断 

１３時２０分  制御棒クラスタ１体が引き上がっていることを現場で保修員が確認 

１７時３２分  上部炉心構造物吊り下ろし作業開始 

１８時４１分  上部炉心構造物吊り下ろし作業終了 

２１時２０分  制御棒クラスタと駆動軸の結合状況調査作業開始 

２１時５０分  制御棒クラスタと駆動軸の結合状況調査作業終了 

 

２０２０年 １月１３日（月） 

９時１７分  制御棒クラスタ切り離しの確認作業開始 

９時２０分  制御棒クラスタ切り離しの確認作業終了 

９時５１分  上部炉心構造物吊り上げ作業開始 

９時５９分  上部炉心構造物から全ての制御棒クラスタが切り離されていることを確認 

１０時３４分  上部炉心構造物吊り上げ作業終了 

２１時００分  燃料取出作業開始 

 

２０２０年 １月１５日（水） 

９時００分  実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条第１３号に該当すると 

判断 

 

２０２０年 １月１６日（木） 

１０時１６分  燃料取出作業終了 

 

３．発電用原子炉施設への影響 

燃料取出作業にあたっては、原子炉格納容器内封機能および１次冷却材ほう素濃度等、原子炉施 

設の状態を事前に確認するとともに、原子炉出力、１次冷却材温度、放射線監視設備等を監視し、 

正常な状態であったことを確認した。 

また、燃料取出作業を行う原子炉運転モード６においての１次冷却材ほう素の濃縮は完了してお 

り、臨界管理は１次冷却材の希釈系統を隔離する等、１次冷却材ほう素濃度にて管理することを規 

定している。 

 

４．環境への影響 

発電所に設置しているエリアモニタおよびプロセスモニタの指示値ならびに発電所周辺に設置 

  している野外モニタの指示値には有意な変動はなく、本事象による外部への放射能の影響はなかっ 

た。 

 

５．制御棒クラスタと駆動軸の結合状況等の確認 

事象発生後（２０２０年１月１２日～１３日）、以下のとおり、制御棒クラスタと駆動軸の結合、 

切り離し確認等を実施し、正常に結合、切り離しができること等を確認した。 

・事象発生後、上部炉心構造物を吊り上げた状態から吊り下ろして、作業開始前の状態に戻した 

後、駆動軸取り外し工具にて当該駆動軸を引き上げたところ、この時点では制御棒クラスタは 

引き上がらず、制御棒クラスタと駆動軸は結合されていないことを確認した。 

・その後、駆動軸取り外し工具にて駆動軸と制御棒クラスタの結合、切り離し作業を実施し、正 

 常に結合、切り離しができることを確認した。 

・駆動軸と制御棒クラスタを結合させた状態で、上下方向に操作して、上部炉心構造物と干渉せ 

 ずスムーズに操作できることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 象 の 原 因 

 

１．調査結果 

原子炉容器上部炉心構造物吊り上げ時の制御棒クラスタ引き上がりの原因について、要因分析 

図に基づき現地および図面や製造記録の調査を行った。 

 

（１）作業体制および手順等 

ａ．作業体制 

・制御棒クラスタと駆動軸の切り離し作業は、作業責任者１名の指揮のもと、駆動軸取り外し 

工具の操作（寸法・動作確認を含む）を行う作業員（工具操作者）２名、制御棒クラスタと 

駆動軸の切り離しが出来たことを重量および寸法により確認を行う作業員（記録者）１名、 

駆動軸取り外し工具と駆動軸のラッチのためセンタリング確認を行う作業員（センタリング 

確認者）２名、クレーン操作を行う作業員（クレーン操作者）１名、計７名の複数人で実施 

しており、過去に十分な実績のある作業体制と同じであることを確認した。 

また、１月１２日の作業前ミーティングでは、当日の作業内容の説明、配員の周知および 

体調や勤務状況の確認を含む安全確認を行っていた。 

 

ｂ．作業責任者、作業員の力量 

・制御棒クラスタと駆動軸の切り離しのため駆動軸取り外し工具の操作を行う作業責任者（経 

 験年数１０年以上）および工具操作者（経験年数７年以上）等の主要な操作を行う者は、過 

去に伊方発電所の原子炉容器の開放作業において制御棒クラスタと駆動軸の切り離し作業 

を経験しており、現場操作に十分な経験と知識を有していた。 

 

ｃ．作業手順書 

・制御棒クラスタと駆動軸の切り離し作業は、当社が承認した作業手順書に基づき実施してい 

る。また、今回の作業手順書は過去の定期検査（第１回～第１４回）時と同様であり、過去 

の定期検査時に同様の事象は発生していないことを確認した。 

・現地作業開始前には作業手順書の読み合わせを実施しており、作業手順の確認、過去の不具 

 合事例紹介および安全・品質管理・放射線管理上の注意事項等について確認を行っていた。 

 

ｄ．作業記録 

・今回の作業記録を確認し、定められた手順どおりに重量確認と寸法確認が実施され、確実に 

 制御棒クラスタと駆動軸の切り離し作業が行われていることを確認した。 

なお、今回上部炉心構造物とともに引き上げられた制御棒クラスタの切り離し作業は、 

     ４８体中６体目の作業であった。 

・事象発生後の駆動軸引き上げ時に制御棒クラスタは引き上がらなかったことからも、切り離 

 し操作自体をしていないといった重要な手順の抜けやアドレス間違い等の作業ミスは考え 

難い。 

 

ｅ．作業環境 

・作業場所における照明、騒音、気温および作業エリアの観点から確認を行った。制御棒クラ 

 スタと駆動軸の切り離し作業を行った作業場所は、原子炉格納容器内であり、照明、騒音お 

よび気温について問題はなかった。作業エリアについては、燃料取替クレーン歩廊上で実施 

したが、これまでの定期検査時と同様で当該作業においては十分な作業エリアであり問題な 

かった。  

・作業時の装備については、管理区域標準装備（管理服、綿手袋、靴下）に加えて、タイベッ 

 ク（１重）、ゴム手袋（２重）、靴下（１重）を着用しての作業であるが、これまでの定期検 

査時にも同様の装備での作業であり、安全面も含めて問題はなかった。 

また、当該作業時に全面マスク等の着用は必要なく、作業員間のコミュニケーションに問 

題ないことを確認した。 

 

ｆ．聞き取り調査 

・作業員等への聞き取りにより、制御棒クラスタと駆動軸の切り離し作業時、作業責任者、作 

 業員は、制御棒クラスタと駆動軸の切り離し操作をするため、作業手順書に従い駆動軸取り 

外し工具の操作、荷重計（ロードセル）による重量確認および寸法確認等を行っており、作 

業手順に問題がないことを確認した。 

当該作業時、当社立会により、作業が確実に行われていることを確認していることを確認 

した。 

なお、当該駆動軸切り離しの確認作業時に制御棒クラスタを切り離すために駆動軸取り外 

し工具を揺する操作をしたことが確認されたが、当該駆動軸に限った操作ではなく、他のほ 

とんどの駆動軸で同様の操作を行っていることおよびこれまでの定期検査時にも同様の操 

作を行っているとのことであり、特殊な操作ではないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 



事 象 の 原 因 

 

（２）駆動軸取り外し工具 

・駆動軸取り外し工具の外観確認を実施し、傷、変形、付着物はなく駆動軸取り外し工具と駆 

 動軸の取り合いに問題ないことを確認した。 

・駆動軸取り外し工具と模擬駆動軸を用いた動作確認を実施し、駆動軸取り外し軸の引き上 

 げ、押し下げ動作に異常がなく、正常に動作することを確認した。 

 

（３）計測器 

・使用された荷重計（ロードセル）について、作業記録により、使用前点検で荷重計表示が出 

 ていることおよび遠隔表示機の表示値が本体表示値と同じであることを確認するとともに 

外観確認により有意な損傷等がないことを確認した。また、今回の調査にて、ウェイトを用 

いた動作確認により表示値に異常がないことを確認した。 

・使用されたスケールについて、外観確認により有意な損傷等がないことを確認した。 

 

（４）制御棒クラスタおよび制御棒クラスタ案内管（上部炉心構造物） 

制御棒クラスタの調査については、事象が発生したアドレスのほかに比較対象として他の２ 

か所のアドレスを選定し、計３か所について調査を実施している。 

・当該制御棒クラスタ（アドレス：Ｍ－４） 

・他の制御棒クラスタ２体（アドレス：Ｍ－１２、Ｊ－７） 

ａ．図面確認 

・図面確認により、制御棒クラスタ頭部と制御棒クラスタ案内管（上部炉心構造物）の位置関 

 係から、設計上、物理的に干渉する可能性がないことを確認した。 

 

ｂ．外観確認【調査継続中】 

・燃料取出前（２０２０年１月１３日）に水中カメラ（白黒）で制御棒クラスタの頭部全体の 

 外観確認を実施し、外観形状に異常はなく、制御棒クラスタ案内管（上部炉心構造物）との 

干渉の痕跡は認められなかった。 

また、当該制御棒クラスタ（Ｍ－４）頭部のスパイダ円筒部内（駆動軸との結合部内部） 

に堆積物が確認された。 

なお、堆積物はＭ－１２、Ｊ－７にも同様に確認された。 

・燃料取出後、使用済燃料ピットにおいて、水中カメラ（カラー）で制御棒クラスタ頭部の外 

 観確認を実施した結果、上述のとおり、当該制御棒クラスタ（Ｍ－４）頭部のスパイダ円筒 

部内（駆動軸との結合部内部）に堆積物が確認された。また、Ｍ－１２、Ｊ－７の制御棒ク 

ラスタについても比較のため外観確認を実施した結果、Ｍ－４の制御棒クラスタと同様に堆 

積物が確認された。 

 

制御棒クラスタの調査の結果、制御棒クラスタ頭部の円筒部内に堆積物が確認されたため、 

今回の事象に関連している可能性について継続して調査を実施中である。 

 

（５）駆動軸（制御棒クラスタとの結合部含む） 

駆動軸の調査については、事象が発生したアドレスのほかに比較対象として他の２か所のア 

ドレスを選定し、計３か所について調査を実施している。 

・当該駆動軸（アドレス：Ｍ－４） 

・他の駆動軸２本（アドレス：Ｍ－１２、Ｊ－７） 

 

ａ．外観確認（Ｍ－４およびＭ－１２の型取り観察含む）【調査継続中】 

・当該駆動軸（Ｍ－４）および比較のため当該駆動軸以外の駆動軸（Ｍ－１２、Ｊ－７）につ 

 いて外観確認を実施した結果、当該駆動軸（Ｍ－４）の接手外面の円筒部とテーパ部の境界 

近傍に局所的な金属光沢を有する接触痕を確認した。一方、Ｍ－１２、Ｊ－７の駆動軸でも 

接触痕は確認されたが、金属光沢は確認されなかった。 

また、駆動軸（Ｍ－４、Ｍ－１２、Ｊ－７）の接手外面の先端テーパ面には周方向の接触 

痕が確認されたが、周方向の接触痕は切り離し操作後の制御棒クラスタと取り合う箇所に相 

当し、金属光沢はなかった。 

このため、当該駆動軸（Ｍ－４）の接手外面に確認された金属光沢を有する接触痕は今回 

の事象で生じたものである可能性が高い。 

・当該駆動軸（Ｍ－４）の駆動軸取り外し軸を引き上げた状態での外観確認を行った結果、接 

 手内面テーパ部近傍に金属光沢を有する接触痕を確認した。 

接手内面テーパ部近傍は位置決めナットおよびロックナットが摺動する部位であるが、比 

較対象であるＭ－１２、Ｊ－７には有意な接触痕はないことから、当該駆動軸（Ｍ－４）の 

接手内面に確認された金属光沢を有する接触痕は今回の事象に関連している可能性がある。 

また、駆動軸取り外し軸を押し下げた状態での外観確認を行った結果、Ｍ－４の位置決め 

ナットに傷が確認された。 

 

 

 

 



事 象 の 原 因  

 

・接手部の型取りを実施し、Ｍ－４に見られた接手外面の局所的な接触痕は、Ｍ－１２の当該 

 接触痕よりも有意に深かった。また、通常、駆動軸切り離し操作後の駆動軸位置では接手外 

面テーパ部と制御棒クラスタが取り合うが、その接触痕は局所的な接触痕よりも軽微であっ 

た。 

・駆動軸取外し工具との取り合い部である駆動軸頂部（取り外しボタン）および駆動軸つかみ 

 部周辺に対して、外観確認を行った結果、異常な噛み込み等の痕跡は確認されなかった。 

・また、駆動軸の外観確認により、目視可能範囲に異物は確認されなかった。 

 

ｂ．寸法計測 

・駆動軸（Ｍ－４、Ｍ－１２、Ｊ－７）について、駆動軸取り外し軸の押し下げ位置で、接手 

 部周りの寸法を計測した結果、全て設計値を満足していることを確認し、Ｍ－４の寸法に有 

意な差がないことを確認した。 

 

ｃ．動作確認 

・実機駆動軸および駆動軸取り外し工具を組み合わせたうえで、駆動軸取り外し工具にて、駆 

 動軸取り外し軸を操作し、当該駆動軸（Ｍ－４）の動作状況の確認を行った結果、駆動軸取 

り外し工具および駆動軸（駆動軸取り外し軸）の動作に異常はなく、ストロークは設計寸法 

を満足していることを確認した。 

・駆動軸（Ｍ－１２、Ｊ－７）についても比較のため動作確認を実施した結果、当該駆動軸（Ｍ 

－４）との差はなく、Ｍ－４の動作状況に問題はないことを確認した 

 

駆動軸の調査の結果、駆動軸（Ｍ－４）の接手の内外面に金属光沢を有する接触痕が確認さ 

れ、接手内面と接触する位置決めナットにも傷が確認されたため、今回の事象に関連している 

可能性について継続して調査を実施中である。 

 

（６）製造履歴調査 

・制御棒クラスタについて、製造記録より材料、寸法が設計どおり製作されていることおよび 

 模擬駆動軸接手を用いた嵌合性試験に問題がなかったことを確認した。 

・駆動軸について、製造記録より材料、寸法が設計どおり製作されていることを確認した。 

また、駆動軸と模擬制御棒クラスタを組み合わせてのステッピング試験により、両者の嵌 

合に問題がなかったことを確認した。 

・制御棒クラスタ案内管（上部炉心構造物）について、上部炉心構造物に組み込まれた制御棒 

 クラスタ案内管単体に対する拘束力試験で、制御棒クラスタ案内管と制御棒クラスタのイン 

ターフェースに問題がないことを確認した。 

 

（７）点検履歴調査 

・制御棒クラスタについて、これまでの定期事業者検査（制御棒クラスタ検査）で実施した外 

観確認で異常が確認されていないことを確認した。 

・駆動軸については、第１３回定期検査の再稼働に向けた点検において、駆動軸全数を取り外 

 しての外観確認で異常が確認されていないことを確認した。 

 

（８）運転履歴調査 

・制御棒クラスタの運転履歴を調査した結果、制御棒クラスタ駆動装置および制御棒位置指示 

装置の動作状況に問題なかったことを記録により確認したことから、プラント運転中の制御 

棒クラスタの引抜きおよび挿入動作に問題なかったことを確認した。 

・本定期検査のプラント停止操作において、制御棒クラスタに対する制御信号、プラント停止 

 時の警報履歴および制御棒クラスタ位置の記録により、制御棒クラスタ制御信号と制御棒ク 

ラスタ位置に偏差が生じたような記録は確認されなかったことから、プラント停止操作中に 

おける制御棒クラスタの動作機能に問題なかったことを確認した。 

・以上より、今回実施した上部炉心構造物吊り上げ、吊り下げの一連の作業において引き上が 

 りが生じた制御棒クラスタが、プラント運転中およびプラント停止操作中、円滑に引抜き、 

挿入されていたことを確認した。 

・駆動軸取り外し工具の駆動源である所内用空気について、所内用空気圧力の異常を示す警報 

 の発信は確認されず、空気圧に異常な低下がないことを確認した。 

・制御棒クラスタと駆動軸の切り離し作業時、キャビティ水位および余熱除去流量は安定して 

 おり、水流による揺れ等の影響はないことを確認した。 

 

（９）類似事例調査【調査継続中】 

・類似事例を調査した結果、国内の加圧水型軽水炉において類似事例は確認されなかった。 

・海外の加圧水型軽水炉において、燃料取出前の上部炉心構造物吊り上げ時に同時に制御棒ク 

 ラスタが引き上がった事象について調査した結果、５件の事例を確認した。 

・海外の発電事業者は、一部に原因は特定できていない事例はあるものの、全ての事例におい 

 て、推定される原因に対して作業要領の見直し等により再発防止対策を行っている。 

 

海外で類似事例が確認されたことから、引き続き詳細を調査中である。 

 



事 象 の 原 因 

 

２．推定メカニズム 

   調査結果を踏まえ、メカニズムを解明する。 

 

保 護 装 置 の 種 類  

及 び 動 作 状 況 
該当なし 

放 射 能 の 影 響 な し 

被 害 者 な し 

他に及ぼした障害 な し 

復 旧 の 日 時 未 定 

再 発 防 止 対 策 調査結果および推定メカニズムを踏まえ、対策を講ずる。 

 




























































































































































